
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２３年１２月２２日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第１２３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年７月３１日 ０６時２５分ごろ 

発生場所 大分県姫島村姫島東方沖  

姫島灯台から真方位０７５°３,８００ｍ付近 

（概位 北緯３３°４４.４′ 東経１３１°４４.４′） 

事故等調査の経過  平成２３年８月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 Ａ船から情報を入手することができなかった。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 FU
フ

 YUAN
ユアン

（カンボジア王国籍）、１,４０２トン 

   ８６２２２０６（ＩＭＯ番号）、WEALTH REACH SHIPPING LIMITED 

Ｂ 漁船 豊
ほう

漁
りょう

丸、４.８トン 

   ＯＴ３－２７７０２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（一等航海士）（インドネシア共和国籍）、外国免状（詳細不

明） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷外板擦過傷 

Ｂ 船首部圧損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長、航海士Ａほか８人が乗り組み、航海士Ａが、船橋当直に

就いて姫島東方沖を北西進中、平成２３年７月３１日０６時２５分ごろ、

Ｂ船が右舷船首至近に迫ってきたので、汽笛を吹鳴し、減速して左舵一杯

としたが間に合わず、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、車えび漁を終え、姫島東方沖を針路約２７０°（真方位）及び

約４～５ノットの速力で自動操舵により航行中、船長Ｂが、操舵室前方に

ある魚倉でえびの選別作業をしていたとき、左舷方から至近に迫ってきた

Ａ船に気付き、操舵室に駆け込んで機関の操作をしようと思ったが間に合

わず、０６時２５分ごろＢ船の船首部とＡ船の右舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、衝突後、Ａ船を追い掛けたが、Ａ船が止まることなく航行を続

けた。 

船長Ｂは、翌８月１日０８時３０分ごろ海上保安庁に通報した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上  平穏 

 その他の事項  航海士Ａは、Ａ船が８月２３日に茨城県鹿島港に入港した際、海上保安

庁に逮捕され、９月１６日にインドネシア共和国に強制送還された。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、姫島東方沖を北西進中、航海士Ａが、

船橋当直に就き、衝突直前まで針路及び速力を保



  持して航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

航海士Ａは、適切な見張りを行っていなかった

可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、姫島東方沖を自動操舵により西進中、

船長Ｂが、漁獲物の選別作業を行い、適切な見張

りを行っていなかったことから、衝突直前に左舷

側から接近するＡ船に気付き、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、姫島東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が西進中、航海

士Ａが衝突直前まで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが適切

な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

 




